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１ 鶏をめぐる情勢
我が国養鶏は、食生活の多様化・高度化に伴い、鶏卵・鶏肉に対する需要が

堅調な伸びを示す中で、良質で安価な蛋白質を供給するとともに、地域経済を
支える重要な産業として発展してきた。

この発展過程において、生産については、飼養戸数が減少する中で、配合飼
料、鶏用ワクチン、ケージ飼育、自動給餌器等の開発・普及により、生産性の

向上とともに省力化及び一戸当たりの規模拡大が進展し、その生産基盤の維持
拡大が図られてきた。

しかしながら、近年の養鶏をめぐる状況を見ると、需要がかつての増加傾向
から横ばい基調に移行する中で、鶏ふん処理等の環境保全対策や、世界の主要

生産国及びアジア諸国で発生している高病原性鳥インフルエンザを始めとする
各種疾病に対する衛生対策、更には、消費者の品質及び安全・安心に対する要

望への対応が強く求められている。
また､ＷＴＯ､ＦＴＡ交渉等､今後､国際化の進展が予想される中で､輸入品に対

抗すべく､より一層の生産コストの低減､品質の向上等による銘柄化の取組が行
われている。

２ これまでの改良の取組と課題
（１）改良事業等の変遷

養鶏の発展過程において、鶏の育種改良による能力の向上は、飼養・衛生
管理技術の改善とともに、生産性向上の面で大きな役割を果たしてきた。

我が国における卵用鶏の改良は、大正期以降、民間育種家において実施さ
れ、世界でもトップレベルの鶏が作出されていたが、昭和３０年代より海外

から大規模飼育に適した斉一性の高い外国銘柄鶏が輸入され、そのシェアを
伸ばした。一方、肉用鶏については、卵用種及び卵肉兼用種を肉用として利

用する生産方式から、海外から産肉性の優れた肉用種を導入し、短期間で肥
育して出荷する生産方式が急速に広まった。

この間、我が国独自の鶏の造成を行うべく、国（現 家畜改良独立行政法人
センター）、都道府県及び民間が連携し、集団遺伝学に基づく系統造成 、注１）

組み合わせ検定 による卵用鶏及び肉用鶏（国産鶏）のための育種改良事業注２）

を開始した。

以来、我が国の鶏改良は、能力的に外国銘柄鶏と遜色のない水準まで向上
させることを目標に実施してきたところであり、ブロイラーについては未だ

能力的に外国銘柄鶏に比べ若干劣るものの、卵用鶏についてはほとんど遜色
ない水準に達している。

また、近年、肉用鶏については、消費者ニーズの多様化等に対応して、一
般的なブロイラーとは異なり、在来鶏等を利用した特長ある鶏の作出が全国

各地で取り組まれており、これらの鶏作出用の基礎鶏（在来鶏、在来鶏との
交配用のブロイラー鶏種）の育種改良において、 家畜改良セン独立行政法人
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ター、都道府県が大きな役割を果たしている。

注：１）系統造成

素材とした個体群を対象に選抜と交配を繰り返すことにより遺伝
的に優良で斉一な集団（系統）を作出する改良手法。

：２）組み合わせ検定
造成された複数の系統について、最も大きな雑種強勢効果を発揮

する組み合わせを見出すため交配し、その産子を検定する方法。

（２）成果
外国鶏を含めた我が国全体の鶏の能力の推移としては、以下のとおりであ

る。
卵用鶏については、産卵率 、飼料要求率 等の経済形質において、最注１） 注２）

近鈍化傾向にはあるものの、これまで着実に向上しており、過去２０年間に
産卵率で７８％から８３％、飼料要求率で２．４から２．２と改善している。

肉用鶏についても、体重、飼料要求率等の経済形質において、最近５年間
はほとんど横ばいであるものの、過去２０年間に体重で２．３ｋｇから

２．６ｋｇ、出荷日齢で５９日齢から５１日齢、飼料要求率で２．１から
１．９と改善している。

また、都道府県等における在来鶏を利用した特長ある鶏の作出については、
平成１１年に策定された地鶏肉のＪＡＳ規格の認定事業者により生産されて
いる銘柄が現在１６となる等、その取組が進んでいる。

以上のとおり、鶏の育種改良の成果は、飼養管理の技術の改善と相まって、
我が国の養鶏生産のコスト低減、体質強化とともに、消費者ニーズへの対応

に役立っており、我が国養鶏生産の基盤を支えるものとなっている。

注：１）産卵率
一定の期間における鶏群の産卵個数を、その期間の鶏群の延べ羽

数で割った数値。
２）飼料要求率

卵用鶏の場合、鶏卵１ｋｇを生産するため、肉用鶏の場合、体重
１ｋｇを増加するために必要な飼料量（ｋｇ）｡

（３）改良増殖をめぐる課題

ア 産卵能力・産肉能力
今後の国際化の進展、国内競争の激化に対応していくためには、飼養・

衛生管理方法の改善だけではなく、産卵能力・産肉能力等経済形質の遺伝
的改良による低コスト生産を進めていくことが重要である。

イ 卵質・肉質等の改良
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近年、産卵・産肉能力の伸びは鈍化しており、こうした中で高付加価値
化及び外国鶏との差別化を図っていくためには、我が国の消費・流通ニー

ズに対応した、卵質、肉質等の品質の改良を図ることが重要である。
ウ 国産鶏の改良増殖

国産鶏の普及は、育種・増殖規模の制約等から能力の斉一性や供給能力
の不足等に問題があり停滞している（国産鶏のシェアは、卵用鶏約７％、

肉用鶏約１％）。
しかしながら、今後海外で高病原性鳥インフルエンザ等の悪性疾病が発

生した場合、種鶏の輸入停止等により国内の養鶏産業が大きな影響を受け
るおそれがあり、食料の安定供給の観点から、我が国の消費者ニーズ、気

候風土に適応した鶏の改良、増殖・普及の推進に努めることが重要である。
エ 在来鶏等の利用

消費者ニーズに対応した特長ある鶏の作出のためには、在来鶏等の利用
が必要であり、在来鶏は主に特定地域に存在していること等から、その改

良増殖は、各地域ごとの取組とすることが重要である。

３ 改良増殖目標

（１）基本的考え方
ア 低コスト生産を推進していく上で重要な形質である卵用鶏の産卵能力等、

肉用鶏の産肉能力等の経済形質に関する遺伝的能力の更なる向上を図るも
のとする。

イ 消費者ニーズに対応していく上で重要な形質である卵用鶏の卵質、肉用
鶏の肉質の改良を図るものとする。

また、併せて、品質に関する統一的な評価・改良手法の開発及び利用を
進めるものとする。

ウ 消費者ニーズに対応した特長ある鶏の作出のため、在来鶏等の利用を進
めるものとする。

（２）改良目標
卵用鶏及び肉用鶏は、３又は４の系統を組み合わせて作出されるものであ

り、各系統の特長が様々であることから、その総合能力に関する目標を定め、
改良を推進するものとする。

ア 卵用鶏
（ア）能力

① 日産卵量、飼料要求率等の改善を図り、総合的な経済性を高めるこ
とに努めるものとする。

② 消費・流通ニーズに対応するため、次の点に留意しつつ卵質の改良
を推進するとともに、卵重については現状程度とする。

また、産卵期間を通じて安定した品質の卵が生産されるよう努める
ものとする。
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ⅰ）生産・流通段階での破卵の発生の低減を図るため、卵殻強度の改
良を図る。

ⅱ）消費者ニーズに対応した卵殻色､ハウユニット 、肉斑・血斑等の注）

改良を図る。

③ 育成率及び生存率については、疾病に対する遺伝的な強健性の付与、
飼養・衛生管理の改善等により、向上に努めるものとする。

④ 産卵初期における卵重の増加を図るとともに、産卵持続性の高い卵
用鶏の作出に努めるものとする。

注：ハウユニット
鶏卵の鮮度を判定する指標として示されるもので、次式により

計算される。
１００log（H－１．７W ＋７．６）０．３７

Ｈは割った卵の卵白の高さ（ｍｍ）、Ｗは卵重（ｇ）

能力に関する目標数値（全国平均）

産卵率 卵重量 日産卵量 50%産卵 飼 料

日 齢 要求率

現 在 % g g 日
８３ ６３ ５２ １４７ ２．２

目 標
（２７年度） ８４ ６３ ５３ １４５ ２．１

注：産卵率、卵重量、日産卵量及び飼料要求率は、それぞれ鶏群の５０％産
卵日齢に達した日から１年間における数値である。

（イ）改良手法

① 特長ある系統の造成に努め、これを利用した卵用鶏の組織的な作出
及び普及を促進するものとし、国、都道府県及び民間等関係機関の広

域的な連携を強化するものとする。
② ＤＮＡ解析技術を利用した改良手法及び卵質等の品質に関する評価

手法の確立・利用を推進し、効率的な改良に資するものとする｡
（ウ）その他

消費者にとって安全・安心な鶏卵生産を確保する観点から、種鶏・ふ
卵及び鶏卵生産段階での適切な飼養・衛生管理の徹底に努めるものとす

る。



- 5 -

イ 肉用鶏
（ア）能力

① 産肉性、飼料要求率等の改善を図り、総合的な経済性を高めること
に努めるものとする。

② 母系種鶏の繁殖能力の向上に努めるものとする。
③ 肉質の改良については、消費・流通ニーズに配慮しつつ、次の点に

留意するものとする。
ⅰ）腹腔内脂肪量の減少を図りながら、産肉性の向上に努めるものと

する。
ⅱ）食味に関する形質等の改良の推進に努めるとともに、飼養管理の

改善により肉質の向上に努めるものとする。
④ 育成率については、疾病に対する遺伝的な強健性の付与、飼養・衛

生管理の改善等により、向上に努めるものとする。

ブロイラーの能力に関する目標数値（全国平均）

体 重 育 成 率 飼 料

要求率

現 在 ｇ ％
２，６００ ９７ １．９

（２，７００）

目 標

（２７年 ） ２，７００ ９８ １．９度

注：１）体重は、雄雌の４９日齢時の平均体重である。体重の（ ）内は、
現状における平均的な出荷体重であり、出荷日齢では５１日齢程度

に相当。

２）育成率＝４９日齢時における生存羽数
鶏群のえ付け羽数

３）飼料要求率＝え付けから４９日齢までの期間に消費した飼料重量
４９日齢時における体重

（イ）改良手法
① 特長ある系統の造成に努め、これを利用した肉用鶏の組織的な作出
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及び普及を促進するものとし、国、都道府県及び民間等関係機関の広
域的な連携を強化するものとする。

② 在来鶏等を利用した特長ある鶏の作出に当たっては、繁殖性・肉質
等の能力検定を行うものとする。

③ ＤＮＡ解析技術を利用した改良手法及び鶏肉の品質に関する評価手
法の確立・利用を推進し、効率的な改良に資するものとする。

（ウ）その他
消費者にとって安全・安心な鶏肉生産を確保する観点から、種鶏・ふ

卵及び鶏肉生産段階での適切な飼養・衛生管理の徹底に努めるものとす
る。

（３）増殖目標
ア 卵用鶏

鶏卵の需要動向に即した生産を行うことを旨として、飼養羽数は１７４
百万羽とする。

イ 肉用鶏
鶏肉の需要動向に即した生産を行うことを旨として、飼養羽数は１０３

百万羽とする。


